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令和３年度長久手市地域福祉計画・地域福祉活動計画

・地域自殺対策計画推進委員会 議事録要旨

開催日時 令和４年２月８日（火） 午後３時３０分から午後５時４０分まで

開催場所 長久手市保健センター３階 会議室

出席者氏名

（敬称略）

委員 平野 隆之

委員 松宮 朝

委員 近藤 鋭雄

委員 水野 道子

委員 加藤 勝

委員 住田 敦子

委員 竹田 晴幸

委員 浅井 通正

委員 宗 絵美子

委員 寺西 弘治

（事務局）

長久手市

地域共生推進監 國信 綾希

市長直轄組織次長兼地域共生推進課長 中野 智夫

地域共生推進課主幹 山田 美代子

同課長補佐 熊谷 美恵

同係長 浅見 景

同主事 長江 容

福祉部長 川本 満男

福祉部次長兼健康推進課長 浅井 俊光

健康推進課課長補佐 諸戸 洋子

同保健師 平川 誌穂美

福祉課課長補佐 岡藤 彰彦

長久手市社会福祉協議会

参事 山下 幸信

事務局長 見田 喜久夫

総務・地域福祉グループ地域福祉チーム リーダー 輿石 亮



2

１ あいさつ（副市長）

平成３１年３月に策定した長久手市地域福祉計画・地域福祉活動計画・地域自殺体制対

策計画は、令和５年度までの５か年計画であり、今年度は中間年にあたる。

社会福祉法が改正され、令和３年度から重層的支援体制整備事業が始まり、本市では、

この事業に取り組んでいる。

本委員会のテーマとなる３つの計画に共通する重要な要素は地域である。高齢者の徘徊、

孤独死、長期のひきこもり、不登校といった問題は、誰も気づかず、家庭や個人の悩みと

して、表に出にくい。最近では、新型コロナウイルス感染症の蔓延により人の交流が制限

される中、さらにこうした問題が深刻化している。地域で支援が必要な家庭や個人の問題

を発見し、寄り添い、問題を解き明かしていくということが必要であり、自治体の行政計

画としてまとめていきたい。

委員の皆様には忌憚のないご意見をいただき、地域福祉を推進していくための議論を深

めていただきたい。

２ 委員委嘱

会場出席の委員に委嘱状を机上交付、オンラインによる出席の委員へは、後日、委嘱状

を送付。

欠席者氏名

（敬称略）
委員 西川 恵子

会議の概要 １ あいさつ

２ 委員委嘱

３ 委員自己紹介

４ 委員長の選出

５ 議題

(1)第２次長久手市地域福祉計画及び長久手市地域福祉活動計画の中間

見直しについて

(2)第２次長久手市地域福祉計画及び長久手市地域福祉活動計画の進捗

について

(3)長久手市地域自殺対策計画の進捗について

６ その他

公開・非公開

の別

公開

傍聴者人数 １名



3

３ 委員自己紹介

出席者名簿に沿って順次紹介。

４ 委員長の選出

委員の互選により、委員長に平野委員が選出され、委員長が竹田委員を副委員長に指名

した。

５ 議題

⑴ 第２次長久手市地域福祉計画及び長久手市地域福祉活動計画の中間見直しについて

（資料１－１、資料１－２－1、資料１－２－２、資料１－２－３に基づき、事務局か

ら説明）

地域福祉計画については、社会福祉法に基づく「重層的支援体制整備事業」の実施に

伴い、同事業に規定されている枠組みに合わせた事業名に変更した。本市の「重層的支

援体制整備事業」の概要及び、関係機関の連携を進めるために、事務局会議及び庁内連

携会議を設置したことを報告。

地域福祉活動計画についても、「重層的支援体制整備事業」の実施に伴い、一部事業

を統合し、枠組みを変更したことを説明。社会福祉協議会の強みである各種団体、ボラ

ンティア、地域とのネットワークを生かして、地域生活課題の発見、把握、解決に向け

て取り組んでいく。

〈委員長〉

事業の統合名称を「地域共生社会推進事業」とされているが、これは全国において一般

的な名称か、それとも長久手市独自の呼称か。

〈事務局〉

重層的支援体制整備事業の実施単位は市町村であり、必須事業ではなく、任意の手上げ

方式である。全国約１，７００の市町村の内、初年度となる今年度においては、４２の自

治体が事業実施について手を挙げており、長久手市もその中の一つである。

「地域共生社会推進事業」という事業名称について、４２の自治体が予算書や要綱上等

においてどのような事業名称を用いているかは、国の方でも把握し切れていないが、個人

的には、「地域共生社会」というような単語を入れている自治体が多い、という体感であ

る。

〈委員長〉

総称として「地域共生社会推進事業」という名称を用いて各取り組みを進めていくこと

は、大きな改善点の一つであると感じている。
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資料１－１の４頁の「多機関協働事務局会議」について、いくつかの相談機関が含まれ

ているが、重層的支援体制整備事業と成年後見制度利用促進事業とが一体化されていない

状況がある中で、成年後見の問題も大きな課題であり、また、虐待の問題も尾張東部権利

擁護支援センターにも持ち込まれているという話も聞いているので、権利擁護支援センタ

ーも適宜、事務局会議に参加すると良いのではないか。

〈委員〉

現在、個別のケースの際に必要に応じて事務局会議に呼んでいただくことはある。

成年後見利用促進法においても、国の第２期計画では、地域共生社会の実現を目指して、

多様なネットワークとの連携が掲げられている。権利擁護の問題は必ずしも高齢者や障が

い者だけが対象ではなく、全ての人に潜在的なニーズがある。そうした権利擁護の視点は、

今後の地域共生社会の実現に向けて重要だと思っているので、何らかの形で関わることが

できると良いと思う。

〈委員〉

事業の名称及び枠組を変更したと事務局から説明があったが、変更前後の対応関係がど

のようになっているのか把握できると良い。

資料を一見すると、事業数が減少したように見える。例えば、住民の参加の仕組みづく

りに係る部分が共助の基盤づくり事業に統合されているが、どのような形で移行したのか、

前後の対応関係が示されていると良いのではいか。例えば「資料１－２－２」内で示され

ている「ご近所パートナー訪問事業」、「声かけネットワーク協力事業」、「生活支援コ

ーディネーター」といった旧名称の事業が減少したように見えてしまうが、実際には統合、

拡大しているというように、移行や発展の形態が見えると良い。

〈事務局〉

「資料１－２－２」内の「令和３年度以降の地域福祉活動計画の体系」においては、資

料で示している６つの事業が単独の事業ではなく、各事業を相互に連携させながら推進す

るという形で令和２年度までのものとは枠組みが変化している。

〈委員長〉

「生活支援サポーター」という新しい名称でくくり直したという解釈で良いか。

〈事務局〉

「生活支援サポーター」は、元々の生活支援体制整備事業においても存在していた。そ

れとは別の「見守りサポーター」や「ご近所パートナー」といった複数の似通った機能を

持つ市民の参加事業が存在していたため、かえって、事業参加者間の顔が見えづらくなっ

てしまっていたこともあり、それらの事業を「生活支援サポーター」に統合した。それぞ
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れの事業の役割を生活支援サポーターに統合することで活動が見やすくなり、相互の連携

も図りやすくする、という意図がある。

〈委員〉

承知した。

〈委員長〉

特に人材についての名称は、市民が使用するものでもあるので、「何に何が含まれてい

る」という観点も含め、変更や統合の結果が計画上明確に分かるよう、別途記載するよう

にお願いしたい。

〈委員〉

住民は、例えば「ご近所パートナー」という従来の名称を認識しているため、その名称

等が変わる際、なかなか新しい名称が定着しない、という話をよく聞く。誰が見ても変更

点が明確に分かるような工夫をされると良いと思う。

〈委員長〉

住民への周知も含めて、事務局に対応をお願いしたい。

〈委員長〉

Ｎ-ジョイを始め、新規で参加支援事業を展開する、と事務局から説明があった。また、

長久手市において有名な「地域共生ステーション」も、幅広い参加支援につながる事業で

あると感じている。Ｎ-ジョイの狙いや地域共生ステーションについて、重層的支援体制

整備事業において、どのような役割を持たせようと考えているか、事務局から総合的な説

明をお願いしたい。

〈事務局〉

これまで本市においては、引きこもりの方に特化した相談窓口がなかったこともあり、

社会参加の必要な方の相談をまず受け止めようと、相談窓口を設置し、広く皆さんに知っ

ていただくことから始めようとＮ-ジョイを開始した。Ｎ-ジョイには、社会参加が必要な

方に来ていただいて、まずは社会参加というよりは、家から出るためのきっかけづくりに

なれば、と始めたところである。

今後、社会参加を必要な方に、様々な社会資源等のマッチングなどの支援を検討する中

で、地域共生ステーションは大きな位置を占めている。現在、地域共生ステーションでは、

職員が地域の困りごとを受け止め、ＣＳＷや地域共生推進課につなぐ役割を担っている。

地域共生ステーションにおいても、社会参加が必要な方の声を受けとめていただいている

こともあり、参加支援事業と連携して事業を展開したいと考えている。

〈委員長〉
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地域共生ステーションは、相談支援にも参加支援にも役立ち、各事業を一体的に実施す

るための機能を兼ね備えていることが確認することができたので、各事業の充実に向けて

取り組んでいただきたいと思う。

〈委員長〉

社会福祉協議会の負担が大きいとも思うが、ご意見はあるか。

〈委員〉

社会福祉協議会は、市で計画されたものを委託を受けて実行している。市とよく協議し

て分かりやすいように実施していきたい。

委員長から、これまでの各委員からのご意見を踏まえ、重層的支援体制整備事業の枠組

みに沿って、地域福祉計画、地域福祉活動計画の事業を組み直すことについて、出席委員

に諮ったところ、異議なく、承認された。

⑵ 第２次長久手市地域福祉計画及び長久手市地域福祉活動計画の進捗について

（資料２－１、資料２－２、当日追加資料に基づき、事務局から説明）

今回の事業評価における特徴的な点として、新型コロナウイルスによる影響の現状と

課題、今後の方向性について考察した結果を説明。

共通して取り組む課題についても、現状と課題、今後の方向性について説明。

〈委員長〉

新型コロナウイルス感染症の影響について、現状と課題が整理された。委員の方の中に

も、活動上、停滞感を感じてみえる方もいらっしゃると思うので、そうした点も含め、ご

意見をいただきたい。

〈委員〉

長久手小学校区においても、多くの人を集めた活動は実施が困難な現状である。そのよ

うな中で、たつせがある課からコミュニティ費用をいただけることになり、地域で困って

いる方を何とかしようと、お困りごと相談のパンフレットの配布と、自治会が今何をして

いるかをアピールしたいと考えている。自治会加入世帯に、地域共生推進課が発行してい

る悩みごと相談チラシと、市もごみの減量を困ってみえるので、可燃ごみとプラスチック

ごみを分別をしてもらうために、市指定プラスチックゴミ袋も一緒に配布することを予定

している。

また、個人としては、地域の子育て団体の活動拠点での草むしり、子どもたちに竹馬や

竹とんぼづくりを教えるなどの活動をしており、子どもとも関わることができている。
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そのようなことをひとつひとつやっていくことで、こういう方がいらっしゃって、新し

い考えで地域を興してくれている、ということが最近よく分かるようになった。

地域にはいろいろなお困りごとがあるが、それをどのように把握し、市へ情報提供をし

ていくかが使命だと思っているので、これからも活動を続けていきたい。

〈委員長〉

コロナ禍において、持ち込まれてくる困りごとは、地域でも増えているか。

〈委員〉

市指定プラスチックゴミ袋の配布と併せて、困りごとを聞き取ってほしい、と組長へお

願いしたら、意見が百出した。各世帯の困りごとを聞いてしまったら、その組長が全部背

負ってしまう、という意見が多く、今回は、地域共生推進課の悩みごと相談チラシを活用

することにした。また、自治会加入者の方に、自治会ではどのような活動を行っているの

かを十分にアピールする機会を持てていなかったため、市からいただける補助金を活用し

て、実施に向けて動いている。

〈事務局〉

地域共生推進課で発行している悩みごと相談チラシを自治会のご協力の下、加入世帯に

配布いただけるということで、自治会加入のメリットが周知されると感じている。地域の

困りごとを自治会に聞いていただき、市につないでいただく、という仕組みづくりが推進

されることは非常に望ましいことだと思っている。

今後も自治会連合会、まちづくり協議会と市が連携できる体制を作っていきたいと考え

ているので、引き続きご協力をお願いしたい。

〈委員長〉

まちづくり協議会の相談員をされている委員からも、コロナ禍の課題についてお気づき

の点があれば、ご意見をいただきたい。

〈委員〉

地域の運動会やお祭りのような大きなイベントは、コロナ禍で実施できなかった。その

中で、地域共生ステーションは、コロナ禍においても常時開館しており、たくさんの人が

集まらなくとも、一人でも来館すれば話ができるという状態を維持していた。「困ったと

きにそこに行けば話を聞いていくれる人がいる」という環境を継続することが大切だと実

感した。

一方で、「困ったときに来てください」というと、来館のハードルが上がる場合がある。

「いつでも、どなたでも来て良い」という中に「困ったことを話す」がある、という状態

が一番望ましいと感じている。そのために、様々なきっかけで地域共生ステーションに来

る、一人でも気軽に立ち寄れる、という状態を作ることが必要だと思う。現在、新型コロ
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ナウイルスワクチン接種の予約支援をさせていただいているが、そのような来館のきっか

けを多く作ることが大切。市役所も全庁的に、各課の事業で市民に伝えたい、市民の声を

聞きたいという時に、地域共生ステーションを活用することを検討してほしい。

市民がどのような用事であっても地域共生ステーションに立ち寄れる環境を作ってい

くと、コロナ禍で大勢が集まることはできなくても、個々の話はかえって聴きやすくなる

ようにも感じている。

〈委員長〉

今日の資料では課題を中心に挙げていただいたが、地域共生ステーションがコロナ禍に

おいても役割を果たしていることも書き加えていただくと良いと思う。

事務局の方から、コロナ禍を踏まえ、「活動を停滞させない」や「オンライン化」に関

して、今後考えていきたいことや展望があれば、発言いただきたい。

〈事務局〉

地域共生推進課において、来年度、重層的支援体制整備事業や、さらにその事業を越え

て、包括的な支援体制の整備という観点で、取り組んでいきたい事項についてご紹介した

い。

子育て世代の孤立について、強い問題意識を持っている。現在、オミクロン株の拡大が

特徴的だが、その影響で子育て世代が居場所をなくし、特に同世代の家族と出会う場所が

少なくなり、自分の子育てや子どもの育ちを比較できず不安に駆られているような様子が

見られる。

高齢者サロンにベビーカーを押した母親が「少し休憩させて欲しい」とみえたのを見た

こともあり、居場所をみつけられずに彷徨っている印象がある。

地域共生ステーションも、利用者の年代を見ると、３０代や４０代の利用が少ないこと

もあり、その世代が何を考えているのか、把握が難しい。来年度、地域共生推進課として

は、子育て世代の方と繋がる機会や居場所づくりなどを支援し、その方々と出会い、声を

聞き、孤立感の解消をしていきたい。地域の法人や大学と連携をしながら、そうした居場

所づくりを実験的に作りたいと考えている。

地域共生推進課の役割として、明確な分析が手探りの状態であっても、まずはアクショ

ンを起こして取り組みを前に進めていく機能があるのではないかと個人的には感じてい

る。

〈委員長〉

春日井市の地域福祉計画についても携わっているが、長久手市と同じように、子育て世

代の状況を懸念する意見があった。地域共生ステーションという装置があることも含め、

ぜひとも今後の重要な取り組みにしていただけると良い。スマホなどが得意な人が多い世

代だと思うので、つながり始めればうまくいくのではないか。
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〈委員〉

地域共生ステーションを訪れる小さい子ども連れの母親と話をすると、やはりコロナ禍

に対する不安感から外出ができない、友達が作れない、という声を聞く。一方で、地域に

は、そのような人たちのために「何かしたい」と提案をしてくれる人がいる。自分の趣味

で行っている「手形足形アート」を共生ステーションでやってみたいというお母さんがい

て、その時は、ＣＳＷが偶然その場にいたため、社会福祉協議会にマッチングできた。た

だ、そうした提案を形にして実現することは難しい。

地域には心配な方もみえるが、同じように、そのような人を手助けしたいという人もい

る。しかし、その人材を活かすことが難しい。手を挙げた方たちが、負担に感じることが

ないよう支援して、どんどんコミュニティの中でお互いに何かし合えるようになったら良

いと思う。

〈委員〉

コロナ禍においても、活動が一切できない、ということではなく、フードパントリーな

ど、様々な工夫をして実施されている部分もある。評価を見ると数値が減った、となりが

ちだが、むしろ、工夫して新たにできるようになったことは、別枠で取り出して見せる工

夫をした方が良いのではないか。社会福祉協議会も、行政も、地域の方も、かなりの努力

をされているので、数値だけで評価することはもったいなく感じる。逆に、外出自粛傾向

だけれど、事業をもっとやってほしい、という当事者の方もいる。０か１かではなく、で

きる工夫を含めて見せて欲しい。

〈委員長〉

これまでの意見を踏まえ、事業評価のまとめに、マイナス面だけでなく、今後、伸ばし

ていけそうな芽や、新たな事業ターゲットが見えてきた、というような、今後の計画の進

行管理に役立つ記述を追記していただき、委員に共有していただきたい。

〈事務局〉

承知した。

〈委員〉

障がいのある方たちが、長久手の市民としていかに重要視され、市民の中に溶け込んで

いけるかということに関心を持っている。資料の評価シートにおいても関連する事業がい

くつかある。「児童発達支援センター整備事業」、「障がい者自立支援協議会」、「イン

クルーシブ教育システムの構築」の３事業については、障がい者支援を具体化する施策と

思うが、評価シートの文面だけでは、現状を捉えることが難しい。重要施策として、市で

もかなりの予算を取られていると思うが、施策としてより具体化された取り組み内容が説
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明される機会が設けられると良いと感じている。コメントできる機会をいただければ、書

面ででも提供していきたい。

〈委員長〉

「地域共生」は、障がい分野から生まれた言葉だと思う。

子ども及び障がいに関するご意見をいただいた。障がいだけを取り出して、議論を深め

る事は困難かもしれないが、事務局から、そうした観点から「地域共生社会」の実現に向

けて考えがあれば、お話しいただきたい。

〈事務局〉

どのような活動をされているかということも含めて、個別にお話を伺う機会があれば、

考えが深まると思う。障がいの分野の、例えば、重度心身障害の方、身体障害の方々の権

利をいかに守るかというところが、我々の一番根底にある課題感ではないかと思うので、

皆様と議論を深めていきたいと考えている。

〈委員長〉

尾張東部権利擁護支援センターにおいても、実際の被後見人の数は、高齢者よりも障が

い者の方が増加しているように思うが、いかがか。

〈委員〉

尾張東部権利擁護支援センターは、瀬戸市から豊明市までの６市町を圏域としているが、

相談件数は年々増加している。令和元年から令和２年へは１２５％の増加、令和２年から

令和３年へは、１月現在で既に１５０％ほど相談件数が増えている。コロナ禍ということ

も要因かもしれないが、関係機関からの相談が非常に増加している。成年後見制度につな

ぐだけではなく、虐待や制度に乗らない狭間の人たちの問題をどうしたらよいか、という

ことを行政からも相談を受ける。例えば高齢者福祉課などから、家族の問題をどこにつな

いでよいか分からない、という相談を受けることもある。

６市町で、日常生活自立支援事業と生活困窮者自立支援事業の担当が集まるミーティン

グを年３回設け、うまく連携し、制度の狭間に落ちる人の対応ができている市町の手法や

アイディアを共有し、それぞれで行えることはないかを考えている。

長久手市が重層的支援体制整備事業を展開する中でも、もう少し広く圏域で考えていか

れるよいのではないか。他の市町村にヒントを与える存在になってほしいと思う。

また、生活困窮者やホームレスの方は、市町村をまたいで移動される。そうすると、ど

ちらの市町村で対応すれば良いのか、どこに定住しているのだろうか、というようなこと

が課題として挙がる。誰も取りこぼさない社会を作っていく、という意味でも、様々な層

に対して、幅広く意識を持っていただけるとよい。

〈委員長〉
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せっかく広域の権利擁護支援センターがあるので、長久手市でも積極的に活用していた

だきたい。

〈委員〉

コロナ禍で、引きこもりが約１０万人増加した、という情報もある。つながりやすい媒

体はあるが、直接対話しないとできないこともあり、社会性を育む機会が減少していると

感じる。Ｎ-ジョイのような参加支援事業は大変よい取り組みだと思う。学校の不登校も

増加傾向にあり、その理由で最も多いのが「学校に行かなくてもよくなったから」という

報告も目にしたことがある。ＩＣＴでつながりやすくなったが、逆説的に人と会う必要も

なくなったように思う。今までは、どこかに行けば誰かに会えたが、コロナ禍で「集まっ

てはいけない」となり、助け合いの部分が削られているように感じている。

行政においても半数の力が新型コロナウイルス対応に充てられているように思う。行政

計画を立てても、実行までなかなか行き着かない。限界があるのではないか。

民間からもボトムアップして活動を企画し、地域を再生させなくてはいけない、と考え

ている。長久手市の職員は、業務に尽力していることが分かるため、ぜひとも行政職員と

地域の事業所をつないで、企画を生み出していきたい。長久手市の自然や歴史を活かした

観光の力と福祉の力をつないで何かできないか、と考えている。

〈委員長〉

庁内連携会議には、相談支援グループとくらし・防災・まちづくりグループの２つがあ

る。いずれも庁内に限定されたグループだが、委員のご提案は、行政職員が福祉分野だけ

でなく、歴史や自然に関するメンバーも含めて民間と関わることができるようなプラット

フォームを用意してほしい、ということかと思う。行政の力も新型コロナウイルス対応に

奪われているので、民間としても応援したい、という貴重なご意見であるので、ぜひとも

事務局で検討いただけると良い。

〈事務局〉

社会福祉法人に限らず、他の民間企業においても、「地域に貢献したい」、「市役所で

悩んでいることや、地域にはどのような課題があるのかを教えてほしい」、というお声を

いただくことが非常に増えている。貴重なタイミングだと思うので、地域がよりよくなる

という前向きな方向で、手をつないでいきたい。

〈委員長〉

他の自治体の例だが、「こえる場！」という仕組みづくりを行っていたところがある。

「超える場」では、行政の枠組みを超え、民間企業や社会福祉法人と様々な連携を行って

いた。長久手市においても多様な企業が参入しているので、ぜひ法人との連携を前向きに

検討してほしい。また、地元の大学との連携も含めて、幅広く取り組むことを期待する。
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⑶ 長久手市地域自殺対策計画の進捗について

（資料３に基づき、事務局から説明）

新型コロナウイルスによる影響で、特に高齢者向けの事業が中止を余儀なくされ、目

標に達していないことを説明。

経済や生活の問題が精神疾患に発展するケースも多く、より身近な相談場所ができる

よう地域のネットワーク強化が必要と考えていることを説明。

〈委員長〉

自殺対策については、有効な手段の検討が難しい部分もあるが、全体を通してでも構わ

ないので、ご意見をいただきたい。

〈委員〉

長久手市全体では、民生委員の活動がほとんどできていない。戸別訪問ができない状態

であり、解決方法を検討中である。今、活動の中心となっているのは、ＣＳＷと協力して、

地区社協という小さい単位で話し合う活動である。地区社協は、６７名の民生委員が６つ

の小学校区に分かれ、協力体制を取っている。今後は、小さい組織の中で民生委員も活動

していくということを考えていく時代になると思っている。

長久手市は、都市化している地区と田園風景が残る地区とが存在する。この地域格差に

ついても、今後、考えていく必要がある。高齢者が増加する一方、若い世代の流入も多い

地域であり、田園風景が残る地区においても住宅地が増えている。今までのような活動で

は追い付かないため、個別訪問だけではなく、組織を分割しながら考えようと、民生委員

も勉強していこうとしている。

今回の資料等を見て、長久手市の全てが当てはまるのかという疑問を持った。それを自

分なりに考えながら、今後の活動に役立てていきたい、

〈委員長〉

地区ごとの特性がかなり異なる長久手において、全市的アプローチで良いのか、という

問題提起をいただいた。

個人的にいくつかの自治体と関わりがあるが、合併した自治体の場合は、旧の町村の区

切りを用いながら、計画を検討することもある。長久手市は６つの小学校区に分かれてい

る。６つの計画が必要ということではないと思うが、地域特性を考える必要がある部門に

ついて、今後の計画見直しの一環として、地域特性を踏まえた計画の推進を検討すること

も必要な視点だと思う。そうした中で、様々な団体がネットワークを形成したり、民生委

員の在り方も変化していくのではないか。
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２０年ほど前に「民生委員の在り方検討委員会」の委員長を務めたが、「民生委員が必

ずしも組織的な活動になっていない」という点が大きなテーマだった。民生委員が様々な

問題を抱え込んでしまう、ということを、組織としてどうバックアップするかということ

が議論となった。集団的に活動を支えていかないと、どこまで活動を行えばよいか、ある

いは、問題を抱え込み過ぎて倒れてしまうという問題もあった。ＣＳＷとの連携も含め、

どのような単位で活動を行なっていくか、ということをモデル地域で考えたり、社会福祉

法人の力も借りるなど、方法を考えていただければと感じた。このことも社会福祉協議会

と地域共生推進課において、検討いただければと思う。

〈委員〉

地域福祉計画は、コロナ禍でかなりダメージを受けたと思うが、新に開発されたことや、

新たに生まれた取り組みもある。そのようなものをまとめて、新たな連携の在り方も含め

て、考えていくとよいのではないか。実感として、拡大した部分もあると感じたので、そ

こを市民の方にもお見せできるとよい。

〈委員長〉

滋賀県の東近江市では、障がい事業所は通所が減少すると経営が厳しくなるため、法人

間で支え合うことが必要という視点で取り組みを行なっている。失敗を重ねながらも５年

間取り組みを継続し、今では保育所も参画している。コロナ禍の問題に直面したことで、

感染者のクラスターが発生した際には法人同士で支え合おうという議論が生まれている。

支え合わないと日常生活が維持できないということも起こりうる状況であり、新しい連携

の芽が生まれつつある。

課題ばかりでなく、良いところを伸ばそう、という発想で、計画の見直しを検討できる

と良い。今日、ご意見をいただけた方などにお声がけして、プラットフォーム作りを展望

されるのもよい。委員にたつせがある場としてほしい。

地域特性の話題と多様な連携について、事務局から意見があれば伺いたい。

〈事務局〉

今いただいた２点は、事務局としても、今後、重点的に取り組まなければならないこと

だと考えている。事業の委託先である社会福祉協議会とは、月１回、議論の場を設けてい

るが、そこでも、助けてという声を挙げられない方にどのようにアウトリーチができるか、

姿が見えていない人たちがいるのではないか、という問題意識がある。

一つの手段として、小学校区単位よりさらに狭いエリア、小地域での支え合いを進めて

いく必要があるのではないか、という意見が出ているので、社会福祉協議会の皆様と一緒

に、話を進めていきたい。
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プラットフォーム作りにおいても、お互いの強みを活かして、どのようにつないでいく

とよいか、ということを、社会福祉協議会と考えていきたい。

〈委員〉

市内には、障がいのある方が１，３００人みえるが、長久手市身体障害者福祉協会の加

入者は１０％を切っている。様々なサービスを伝えたいと思っているが、コロナ禍でなか

なかできていない。

障がいのある方が高齢になると２つの課題を持つことになる。コロナ禍では、障がいの

ある方は、孤立や鬱病という状況になりやすいと感じる。なかなか声を上げられない状況

だが、どのように声を上げればよいだろうか、という問題意識がある。我々の活動は少な

いが、それもできていない状態で、今後どうしていくか、という課題を持っている。

〈委員長〉

尾張東部権利擁護支援センターでも、精神障がいのある方の成年後見の問題があると伺

ったことがある。精神障がいのある方への支援について、ご意見があればお願いしたい。

〈委員〉

精神病院から退院できない方が非常に多くみえるということが、圏域的な課題となって

いる。国を上げて、精神病院からの地域移行を推進しているが、コロナ禍で、本人と面会

ができない、施設見学に行けない、という現状がある。

しかし、コロナ以前から課題があり、ご本人から直接、権利擁護支援センターに、「退

院したいので後見人になってほしい」、という相談を受けることもある。その方達が地域

で暮らすには、身寄りがない人は身元保証の問題や、大家の理解を得られない、という問

題があり、暮らす場所が確保できない。そうした方々の、精神病院しか居場所がない、と

いう状況を思うと、地域の社会資源をどう整えていくかは、切実な問題であると感じてい

る。

〈委員長〉

本日の委員会において、多様な意見をいただいた。専門家、民生委員、ＣＳＷ、まちづ

くり協議会の方など、様々な立場の人が一緒に人材育成のためのプログラムを受講するな

どで、ウィズコロナに向けて、相互に学び合うような機会があると、それが一つのプラッ

トフォームにもなるのではないかと感じたので、検討いただきたい。

〈委員〉

令和２年度の自立支援協議会の最終評価では、鬱の方が増加しているという結果が出た。

福祉サービスの事業の中では、B型の利用者が増加しているが、失業した人のサポートと
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して機能している。やはり、不安感が消えない状況なので、「不安の解消」というキーワ

ードを持って、相談も地域の活動も展開できるとよいと考えている。

困っている人はどこに相談すればよいか分からないことも多いので、まずは受け止めて、

不安感は伝播するので、ネガティブなものをポジティブなものに変えていきたい。

〈委員長〉

自殺対策の議論は難しいが、今のご意見のような鬱状態の人たちの居場所づくりや受け

皿の確保が必要である。多様な参加の場が必要であり、そこが相談機能を持つことを考え

ていくことが、一つの重要なポイントだと感じる。地域共生ステーションの機能の一部を

持つ良い意味で「まがい」のような場所が地域にもっとあるとよいと思う。

他に意見がなければ、全ての議題が終了したので、進行を事務局にお返しする。

６ その他

（事務局からの説明事項）

議事録は、委員長に確認いただいた後、市ホームページへ掲載することを説明。

（以上）


